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様式第６号（第１７条） 

会　　議　　録 

          

 
会 議 の 名 称 ２０２３年 第１２回 春日部市農業委員会総会

 
開　催　日　時 令和５年１２月１日（金)

開　会 午後 2時 00 分

 閉　会 午後 2時 41 分

 開　催　場　所 春日部市中央公民館２階　大会議室

 議　長　氏　名 会長　市川　大倫

 

出　
　
　

席　
　
　

者

農業委員

(　出席人数：１９人　)

 １ 川鍋　浩之 １０ 岡田　實

 ２ 飯島　優子 １１ 新井　久義

 ３ 齋藤　昭雄 １２ 加藤　富夫

 ４ 山﨑　勇喜 １３ 池上　茂

 ５ 中山　雅博 １４ 森本　恒平

 ６ 岡本　勉 １５ 森住　武雄

 ７ 石山　法男 １６ 萩原　勝

 ８ 石川　勝也 １７ 伊藤　弘子

 ９ 水口　健二 １８ 石塚　郁志

 

 

 (　欠席人数：０人　)

 

 

 

事務局

(　出席人数：５人　)

 農業委員会事務局長 

新井　義宣

農業委員会事務局次長 

金子　昌行

 農地振興担当主幹 

三浦　邦明

農地振興担当主査 

渡部　大輔

 農地振興担当主事 

加藤　祐一

 

 

次第及び公開、一部

公開、非公開の区分

日程１　春日部市農業委員会会長の互選について：公開 

日程２　春日部市農業委員会委員の議席の決定について：公開 

日程３　春日部市農業委員会会長職務代理者の互選について：公開 

日程４　春日部市農地利用最適化推進委員の委嘱について：公開 

日程５　春日部市農業振興審議会委員の推薦について：公開 

日程６　春日部市都市計画審議会委員の推薦について：公開 

日程７　農業委員の地区担当について：公開 

日程８　春日部市農業委員会運営委員会委員の選出について：公開
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一部公開・非公開の

場合はその理由

□ 要綱第３条第１号該当： 

□ 要綱第３条第２号該当： 

□ 要綱第３条第３号該当： 

□ 要綱第３条第４号該当：

 
配　布　資　料 次第、総会資料

 

会議録の作成方法

□　録音テープ等を使用した全文記録 

 
■　録音テープ等を使用した要点記録 

 
□　要点記録

 

会議録署名の指定

議席番号 委員氏名

 
１ 川鍋　浩之

 
２ 飯島　優子

 
３ 齋藤　昭雄
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 発　言　者 発言内容　・　決定事項

 事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

事務局長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

臨時議長 

 

 

事務局 

 

ただ今から、２０２３年第１２回春日部市農業委員会総会を開催いたしま

す。 

本日の総会の出席者は、委員総数１９名中、出席者は１９名です。「春日

部市農業委員会会議規則」第６条により、会議が成立していることをご報告

いたします。 

議事に入る前でございますが、今回は新委員による最初の総会でございま

すので、委員の皆様に自己紹介をお願いいたします。現在お座りの仮議席の

１番の委員さんから順にお願いいたします。 

 

（１番の方から順に、各委員自己紹介） 

 

ありがとうございました。それでは、私から事務局職員の紹介をさせてい

ただきます。 

 

（局長による事務局職員紹介） 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

次に、まだ会長が決定しておりませんので、臨時の議長を選出する必要が

ございます。「春日部市農業委員会会議規則」第３条に「農業委員の任期満

了による任命の後、最初に行われる会議は、年長の農業委員が臨時に議長の

職務を行う」と規定されております。出席委員の中で、萩原勝委員が年長の

委員でございますので、これより萩原勝委員に臨時議長をお願いいたしま

す。 

萩原委員、議長席に移動をお願いいたします。 

 

（萩原委員、議長席に移動する） 

 

ただいま臨時議長を仰せつかりました萩原でございます。会長が決まるま

での間、臨時議長を務めさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。それでは次第に基づき、進めてまいります。 

 

はじめに「日程１　春日部市農業委員会会長の互選について」事務局より

説明を求めます。 

 

資料１頁をご覧ください。「日程１　春日部市農業委員会会長の互選につ

いて」説明申し上げます。農業委員会等に関する法律第５条第２項に「会長
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臨時議長 

 

 

委員 

 

臨時議長 

 

 

委員 

 

臨時議長 

 

委員 

 

臨時議長 

 

 

 

委員 

 

臨時議長 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

は、委員が互選した者をもって充てる」とされておりますことから、委員の

みなさまの互選により会長を選出していただくものです。互選の方法は、投

票による選挙と指名推薦となっております。 

 

事務局の説明にもありましたとおり、互選の方法は、投票による選挙と、

指名推薦ということでございますが、いかがいたしましょうか。 

 

指名推薦がいいと思います。 

 

指名推薦とのご意見がありました。会長の互選は指名推薦といたします。

これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。では会長について、推薦を求めます。 

 

市川大倫委員を推薦いたします。 

 

ただいま、市川大倫委員の推薦がございました。他に会長職に推薦はあり

ますか。 

無ければ、市川大倫委員を会長に決定することにご異議ございませんか。 

 

　（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。よって、春日部市農業委員会会長は市川大倫委員と

決しました。 

 

新会長が選任されましたので「春日部市農業委員会会議規則」第３条に基

づき、これより市川新会長に議長を交代いたします。市川新会長、議長席に

移動をお願いいたします。 

 

（市川新会長、議長席に移動する） 

 

市川でございます。「春日部市農業委員会会議規則」第３条に基づき、議

長を務めますので慎重審議にご協力をお願いいたします。 

 

次に「日程２　春日部市農業委員会委員の議席の決定について」事務局に

説明を求めます。 
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 事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

資料２頁をご覧ください。「日程２　春日部市農業委員会委員の議席の決

定について」説明申し上げます。春日部市農業委員会会議規則第４条の規定

に「農業委員の議席は、あらかじめ抽選により定めることができる。」とさ

れております。このため議席を抽選により決めていただくものです。 

 

事務局の説明にもありましたとおり、議席は抽選により決定するとのこと

です。お諮りいたします。抽選はくじ棒により仮議席順に行いたいと存じま

す。これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。これより抽選を行います。仮議席番号１番の委員か

ら順次、お願いいたします。なお、会長の議席番号は１９番といたしますの

でご了承願います。 

 

（抽選：事務局職員が仮議席１番から順番に回る） 

 

事務局に抽選結果の報告を求めます。 

 

（議席番号抽選結果の報告。抽選結果の議席番号１番の委員から順に読み

上げ） 

 

春日部市農業委員会委員の議席番号につきましては、ただいまの報告のと

おり決定いたします。 

この際、暫時休憩といたします。休憩中に議席の移動をお願いいたします。 

 

（各委員、議席の移動） 

（事務局職員は議席への案内を行う） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。議席番号が決まりましたので、春日部

市農業委員会会議規則第３５条の規定により、会議録署名委員を指名いたし

ます。議席番号１番川鍋浩之委員、議席番号２番飯島優子委員、議席番号３

番齋藤昭雄委員の３名を指名いたします。 

 

次に「日程３　春日部市農業委員会会長職務代理者の互選について」事務

局の説明を求めます。 

 

資料３頁をご覧ください。「日程３　春日部市農業委員会会長職務代理者

の互選について」説明いたします。農業委員会等に関する法律第５条第５項
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議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

委員 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

事務局 

 

の規定により、「会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した

者がその職務を代理する。」とされておりますことから、委員のみなさまの

互選により会長職務代理１名を選出していただくものです。互選の方法は、

投票による選挙と指名推薦となっております。 

 

事務局の説明にもありましたとおり、互選の方法は、投票による選挙と指

名推薦ということでございますが、いかがいたしましょうか。 

 

指名推薦がいいと思います。 

 

ただいま、指名推薦とのご意見がありました。会長職務代理者の互選は指

名推薦といたします。これにご異議ございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。会長職務代理者について推薦を求めます。 

 

伊藤弘子委員を職務代理として推薦いたします。 

 

ただいま、伊藤 弘子 委員との推薦がございました。他に推薦はあります

か。 

 

無ければ、伊藤 弘子 委員に決定することにご異議ございませんか。 

 

　（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。よって、春日部市農業委員会会長職務代理者は伊藤 

弘子委員と決しました。伊藤弘子委員、会長職務代理者就任のご挨拶をお願

いいたします。 

 

　（伊藤 弘子　新職務代理　あいさつ） 

 

ありがとうございました。伊藤職務代理、よろしくお願いします。 

 

次に、「日程４　春日部市農地利用最適化推進委員の委嘱について」事務

局に説明を求めます。 

 

資料４頁をご覧ください。「日程４　春日部市農地利用最適化推進委員の

委嘱について」説明いたします。農業委員会等に関する法律第１７条第１項
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の規定に基づき、春日部市農業委員会の承認を求めるものでございます。農

地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、令和５年６月２６日から令和５年

７月３１日まで農地利用最適化推進委員候補者の公募を行いましたが、募集

人数に達せず、令和５年１０月３１日まで募集期間を延長しました。候補者

について、資料５ページの一覧のとおりです。１８番の宝珠花地区の委員１

名の欠員でございますが、引き続き募集を続けております。今後、応募があ

りましたら新しい運営委員会で選考いただき、農業委員会の総会で委嘱の議

決をいただきたいと考えております。 

今回の候補者は、令和５年１１月２５日、前体制の農業委員会で選考いた

だきましたので、新体制の農業委員会で承認を求めるものでございます。な

お、任期は令和５年１２月１日から令和８年１１月３０日までとなっており

ます。 

 

これより質疑を求めます。発言のある方は挙手願います。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認め、質疑を集結します。それでは採決に入ります。特に意義

が無い、ということでございますので、一括で採決いたします。原案のとお

り委嘱を承認することに賛成の委員の起立を求めます。 

 

（起立全員） 

 

起立全員です。よって、春日部市農地利用最適化推進委員の委嘱について

は、原案のとおり決定いたします。 

 

次に「日程５　春日部市農業振興審議会委員の推薦について」事務局に説

明を求めます。 

 

資料６頁をご覧ください。「日程５　春日部市農業振興審議会委員の推薦

について」説明申し上げます。春日部市農業振興審議会は、春日部市の農業

の振興に関し必要な事項を審議するため設置された付属機関でございます。

春日部市長より２名の推薦依頼を受けており、農業委員の改選に伴い、改め

て春日部市農業振興審議会委員を推薦するものでございます。任期は、本日

から前委員の残任期間の令和６年１月３１日まででございますが、残任期間

が短いことから、次の任期である令和６年２月１日から令和８年１月３１日

までの２年間を含めたかたちで選出いただきたいと考えております。 

審議会の主な内容は、農業振興地域の農用地からの除外を行う場合、除外

案件が適正かどうかを審議するものでございますので、農業振興地域内の農
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議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

委員 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

用地を所有又は耕作している春日部地域の委員１名、庄和地域の委員１名に

お願いしたいと考えております。なお、伊藤弘子委員、岡田實委員、石山法

男委員、齋藤昭雄委員は、農業委員会以外から選出されているため、この４

名以外から推薦をお願いいたします。 

 

事務局からの説明にありましたとおり、農業振興地域内の農用地を所有、

又は耕作されている春日部地域の委員１名、庄和地域の委員１名ということ

でございますので、春日部地域の委員、庄和地域の委員で集まっていただき、

選出をお願いいたします。この際、暫時休憩といたします。 

 

（地域ごとに集まり、選出） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。　選出結果の報告を求めます。 

 

春日部地域は１１番新井久義委員と決定しました。 

 

庄和地域は６番岡本勉委員と決定しました。 

 

ただいま報告がありましたとおり、春日部市農業振興審議会委員は議席番

号１１番新井久義委員、議席番号６番岡本勉委員と決定いたしましたので、

委員のお二人はよろしくお願いいたします。 

 

次に「日程６　春日部市都市計画審議会委員の推薦について」事務局に説

明を求めます。 

 

資料７頁をご覧ください。「日程６　春日部市都市計画審議会委員の推薦

について」説明申し上げます。春日部市都市計画審議会は都市計画法第７７

条の２第１項の規定に基づき設置された、都市計画に関する事項を審議する

ための付属機関でございます。春日部市長より１名の推薦依頼を受けてお

り、農業委員の改選に伴い、改めて春日部市都市計画審議会委員を推薦する

ものでございます。任期は、本日から前委員の残任期間の令和６年３月３１

日まででございますが、残任期間が短いことから、次の任期である令和６年

４月１日から令和８年３月３１日までの２年間を含めたかたちで選出いた

だきたいと考えております。 

 

お諮りいたします。春日部市都市計画審議会委員につきましては、指名推

薦及び本人からの申出としたいと存じますが、これにご異議ございますか。 

 

（異議なしの声あり） 
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議長 

 

委員 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

異議なしと認めます。推薦、又は立候補者を求めます。 

 

山﨑委員を推薦します。都市化の進む地域を担当していることもあり、引

き続き山﨑委員にお願いしたいと考えています。 

 

山﨑委員との推薦がございました。他に推薦はありますか。 

 

（なしの声あり） 

 

無ければ、山﨑勇喜委員に決定することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、春日部市都市計画審議会委員は議席番号４番山﨑勇喜委員と決し

ました。 

 

次に「日程７　農業委員の担当地区について」事務局の説明を求めます。 

 

資料８頁をご覧ください。「日程７　農業委員の担当地区について」説明

申し上げます。春日部市農業委員会では、農業委員と農地利用最適化推進委

員が協力して、農地法による許可案件の調査や無断転用・遊休農地などの農

地パトロールなどを行っていただいておりますこのため、農地利用最適化推

進委員と同様に担当地区を決定いただくものです。資料９頁をご覧くださ

い。原則、居住地の地区に割振りしております。また、地区ごとに、地区を

代表する地区代表農業委員１名の選出をお願いするものです。 

 

これより質疑を求めます。発言のある方は挙手願います。 

 

　（なしの声あり） 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。お諮りいたします。農業委員の担当

地区について、原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

 

（起立全員） 

 

起立全員です。農業委員の担当地区について原案のとおり決定します。そ

れでは、地区代表農業委員の選出をお願いいたします。なお、地区代表農業
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議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

委員は、会長及び会長職務代理者以外からの選出をお願いいたします。この

後、暫時休憩といたしますので、休憩中に、地区ごとに集まり地区代表農業

委員の選出し、事務局に報告願います。では暫時休憩といたします。 

 

（地区ごとに代表農業委員の選出、事務局は報告を受ける） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。事務局より、地区代表農業委員選出

の結果の報告を求めます。 

 

（地区代表農業委員の報告） 

 

事務局の報告のとおり、第１地区は議席番号４番山﨑委員、第２地区は議

席番号１番川鍋委員、第３地区は議席番号１６番萩原勝委員、第４地区は議

席番号６番岡本勉委員に決定いたしました。地区代表農業委員の皆様、よろ

しくお願いいたします。 

 

次に「日程８　春日部市農業委員会運営委員会委員の選出について」事務

局に説明を求めます。 

 

資料１０頁をご覧ください。「日程８　春日部市農業委員会運営委員会委

員の選出について」説明申し上げます。運営委員会は、農業委員会の円滑か

つ適正な運営を図るため設置されるもので、主に農業委員会の運営に関する

こと、総会の議案に関すること、農業委員会が提出する意見の原案に関する

こと及び、かすかべ農委だよりの編集に関することを所掌しています。春日

部市農業委員会運営委員会設置要領第３条第１項の規定により、運営委員会

は、農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者及び他の農業委員７人の合

計９人で組織することとなっております。　 

なお、会長・職務代理以外の農業委員７人については、意見の多様性を確

保するため、前農業委員会では、地区代表委員４人、女性委員１人、青年委

員１人、中立委員１人が選出されておりました。 

 

お諮りいたします。事務局から説明がありましたとおり、会長・職務代理

以外の農業委員７人については、前委員と同様、地区代表委員４人、女性委

員１人、青年委員１人、中立委員１人としたいと思いますが、これにご異議

ございますか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。地区代表委員は先程決定しましたので、女性委員は、
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議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

伊藤委員が職務代理であるため、議席番号２番飯島委員に決定いたします。 

なお、青年委員は、新井委員、齋藤委員、森本委員の３名、中立委員は、

飯島委員を除く、水口委員、森本委員の２名で話し合って選出し、事務局に

報告してください。この際、暫時休憩とします。 

 

（対象区分ごとに運営委員会委員の選出） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。事務局より、選出委員の報告を求めま

す。 

 

（青年委員、中立委員の報告） 

 

事務局より報告のありましたとおり、 

青年委員は議席番号１４番森本恒平委員、中立委員は議席番号９番水口健

二委員にお願いします。 

 

次に、その他でございますが何かありますか。 

 

（今後の日程について説明） 

 

他にありますか。 

 

なければ、以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 

これをもちまして、２０２３年第１２回春日部市農業委員会総会を閉会い

たします。 

 

閉会（午後２時４１分） 
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